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１ 期     日  令和４年４月２８日（木）

２ 場     所  教育委員会室

３ 開     会 午前８時３０分

４ 出 席 委 員 教  育   長       細 田 眞由美

教育長職務代理者    大 谷 幸 男

委 員           野 上 武 利

委 員           武 田 ちあき

５ 欠 席 委 員 委 員       石 田 有 世

委 員           柳 田 美 幸

６ 議場に出席した者 

７ 会議録署名委員  野 上 武 利

副教育長 小田嶋  哲 

管理部長 栗 原 章 浩 

学校教育部長 千 葉  裕 

生涯学習部長 山 浦 麻 紀 

生涯学習総合センター館長 中 村 幸 司 

管理部参事兼教育総務課長 髙 木 泰 博 

学校教育部参事兼教職員人事課長 田 中 一 秀 

学校教育部参事兼舘岩少年自然の家所長 新 堀   栄 

生涯学習総合センター参事兼生涯学習総

合センター副館長 

中 村 和 哉 

学校施設整備課長 溝 上 靖 朗 

教職員給与課長 木 村 哲 也 

特別支援教育室長 長谷場 明 博 
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８ 議事等の概要 

細田教育長 

書記 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

それでは、ただいまから教育委員会会議を開会いたします。 

本日は、傍聴を希望する方は、いらっしゃいますか。 

おりません。 

本日の会議録の署名は、野上委員にお願いいたします。 

本日の会議に、議案第２４号「さいたま市教職員の初任給、昇格、

昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の制定について」を

追加提出いたします。 

本日の議案については、報告第３号、第４号及び議案第２３号は人

事に関する案件、議案第１７号、第１８号、第１９号及び第２０号は

議会に係る案件であることから、非公開とすることをお諮りしたいと

思いますが、委員の皆さんいかがでしょうか。 

＜異議なし＞ 

それでは、出席委員全員の賛成をいただきましたので、報告第３号、

第４号並びに議案第１７号、第１８号、第１９号、第２０号及び第２

３号は非公開といたします。 

会議の順番ですが、議案第２１号、第２４号、第２２号、続いて報

告第３号、第４号、議案第２３号、第１７号、そして内容が関連する

議案であることより議案第１８号、第１９号、第２０号を一括して審

議することといたします。 

議案第２１号 さいたま市教職員の通勤手当に関する規則の一部を改正する規則の

制定について 

細田教育長 

教職員給与課長 

それでは、議案第２１号について事務局から説明をお願いします。

議案書は、１３ページから１７ページまでを御覧ください。 

議案第２１号「さいたま市教職員の通勤手当に関する規則の一部

を改正する規則の制定について」を御説明させていただきます。 

お手元の議案書の１７ページをお願いいたします。この議案の提

案理由でございますが、通用期間が６月を超える定期券を使用する

教職員の通勤手当の額、支給単位期間等について、国に準じた所要

の改正を行うため、関係規定を整備するものです。 

改正の概要でございますが、通用期間が６月を超える定期券を使

用する教職員の通勤手当の運賃相当額及び返納額について、現行の
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細田教育長 

各委員 

細田教育長 

規定ですと、通用期間が６月を超える定期券の規定がないことか

ら、国家公務員に準じた運用とするものでございます。 

改正の詳細については、議案書の１４ページから１６ページまで

を御覧ください。規則改正前後を記載する新旧対照表となっており

ます。当規則第８条では、運賃等相当額の規定、第１４条では、返

納の事由及び額等の規定、第１５条では、支給単位期間の規定につ

いて、それぞれ６月を超える定期券を使用する場合の規定を追加

し、額や期間を定める内容となっておりまして、国家公務員に準じ

た、所要の改正を行うものでございます。 

最後に、１６ページの附則、経過措置の規定でございますが、当

規則施行の際、すでに６月を超える通勤用定期乗車券に係る通勤手

当を支給されている教職員に対しては、経過措置を適用し、従前の

例によるとするものでございます。 

施行期日は令和４年５月１日となります。 

説明は以上でございます。御審議の程、よろしくお願いいたします。

何かありますか。 

それでは、議案第２１号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。 

 ＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、議案第２１号は原案のとおり可決され

ました。 

議案第２４号 さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部

を改正する規則の制定について

細田教育長 

教職員給与課長 

それでは、議案第２４号について事務局から説明をお願いします。

 議案書は、別冊２の１ページから４ページまでを御覧ください。 

議案第２４号「さいたま市教職員の初任給、昇格、昇給等の基準

に関する規則の一部を改正する規則の制定について」御説明させて

いただきます。 

お手元の議案書の４ページをお願いいたします。この議案でござ

いますが、市人事委員会と調整した結果、市人事委員会規則の改正

と同様に早急に改正することになりましたので、今回追加議案とし

て上程させていただいたものでございます。 

提案理由でございますが、国に準じて整備している学歴免許等資
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細田教育長 

各委員 

細田教育長 

格区分表について、国における改正状況等を踏まえ、所要の改正を

行うものです。 

次に、議案書の２ページ、３ページを御覧ください。具体的に

は、教職員の初任給決定等で適用する学歴免許等の資格を定める

「学歴免許等資格区分表」の学歴免許等の資格欄に、短大３卒とし

て専門職大学の修業年限３年の前期課程の修了を、短大２卒として

専門職大学の修業年限２年の前期課程の修了を追加し、また、中学

卒として学校教育法による義務教育学校の卒業を追加するものでご

ざいます。 

施行期日は公布の日となります。 

説明は以上でございます。御審議の程、よろしくお願いいたしま

す。 

何かありますか。 

それでは、議案第２４号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。 

 ＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、議案第２４号は原案のとおり可決され

ました。 

議案第２２号 さいたま市公民館条例施行規則の一部を改正する規則の制定につい

       て

細田教育長 

生涯学習総合セ

ンター副館長 

それでは、議案第２２号について事務局から説明をお願いしま

す。 

議案書の１８ページから２０ぺージまでを御覧ください。 

議案第２２号「さいたま市公民館条例施行規則の一部を改正する

規則の制定について」を御説明いたします。 

お手元の議案書の２０ページをお願いします。本議案の提案理由

でございますが、見沼区内で行われた風渡野南特定土地区画整理事

業の完了により、見沼区大字風渡野の一部及び大字東門前の一部が

風渡野１丁目・風渡野２丁目へ町名地番変更が行われました。 

 これに伴いまして、関連する七里公民館の事業対象区域の表記を

変更するものでございます。 

 １９ページの表を御覧ください。右側が改正前、左側が改正後で

ございます。 
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細田教育長 

各委員 

細田教育長 

 なお、施行期日は、公布の日でございます。 

説明は以上でございます。御審議の程、よろしくお願いいたしま

す。 

何かありますか。 

それでは、議案第２２号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。 

 ＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、議案第２２号は原案のとおり可決さ

れました。 

ここで事務局の入替えを行います。準備ができ次第、再開いたし

ます。 

報告第３号 さいたま市教職員の人事について

＜非公開案件につき内容は省略＞

報告第４号 さいたま市教職員の退職手当について 

＜非公開案件につき内容は省略＞

議案第２３号 さいたま市就学支援委員会委員の任命について

＜非公開案件につき内容は省略＞

議案第１７号 議決事項の一部の変更について（さいたま市立針ヶ谷小学校（１－１、

－２、－３・３・３０棟）リフレッシュ改修（建築）工事請負契約）

細田教育長 

学校施設整備課

長 

それでは、議案第１７号について事務局から説明をお願いします。

議案書の１ページから３ぺージまでを御覧ください。 

それでは、議案第１７号「議決事項の一部の変更について（さいた

ま市立針ヶ谷小学校（１－１、－２、－３・３・３０棟）リフレッシ

ュ改修（建築）工事請負契約）」について御説明させていただきます。

お手元の議案書の２ページ、提案理由を御覧ください。この議案の

内容は、令和４年２月議会において議決を得た「さいたま市立針ヶ谷

小学校（１－１、－２、－３・３・３０棟）リフレッシュ改修（建築）

工事請負契約」について、公共工事設計労務単価が上昇したことに伴

い、契約金額を増額することに関し、市長に申出するものでございま

す。 
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細田教育長 

大谷委員 

学校施設整備課

長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

議案書の３ページ、参考資料を御覧ください。契約の相手方は、三

ツ和・山一特定共同企業体で、当初の契約金額は５億２，３６０万円

でございますが、６６５万５，０００円増額し、５億３，０２５万５，

０００円とするものです。 

変更の理由でございますが、令和４年３月から適用する公共工事設

計労務単価が、令和３年３月から適用している労務単価と比較して、

全国全職種平均で約２．５％上昇したことから、特例措置に基づき請

負代金の変更をするものでございます。この特例措置につきまして

は、令和４年２月２４日付けで建設局から関係各課に通知された文書

に基づくもので、近年、労務単価の上昇が続いていることから、毎年

度、同時期に行われているところでございます。 

なお、工事内容や工期等につきましては、当初の契約から変更はご

ざいません。 

説明は以上でございます。御審議の程、よろしくお願いいたします。

何かありますか。 

リフレッシュ改修を行っている学校は他にあるか、また、そのうち

労務単価の上昇による影響を受けているものは、この一件のみでしょ

うか。 

現在、リフレッシュ改修を行っているのはこの針ヶ谷小学校のほか

に尾間木小学校、大宮北小学校、上落合小学校、三橋小学校、大戸小

学校となります。労務単価の上昇による影響を受けるものは、この一

件のみとなっております。 

それでは、議案第１７号につきましては、原案のとおりとしてよろ

しいですか。 

 ＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、議案第１７号は原案のとおり可決され

ました。 

議案第１８号 議決事項の一部変更について（舘岩少年自然の家中規模修繕（建築）

工事請負契約）

議案第１９号 議決事項の一部変更について（舘岩少年自然の家中規模修繕（電気設

備）工事請負契約）

議案第２０号 議決事項の一部変更について（舘岩少年自然の家中規模修繕（機械設
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備）工事請負契約）

細田教育長 

舘岩少年自然の

家所長 

細田教育長 

大谷委員 

続きまして、議案第１８号、１９号、２０号につきまして、事務局

から説明をお願いします。 

議案第１８号から第２０号までは関連がございますので一括して御

説明をさせていただきます。本件は、令和４年２月定例会において議

決を得ました舘岩少年自然の家中規模修繕工事請負契約における契約

金額の変更を行なうための工事請負変更契約を締結するにあたり、

「さいたま市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関

する条例」第２条の規定による３億円以上の工事の請負契約の変更契

約となることから、議決事項の一部変更について、市長に申し出るも

のでございます。 

それでは、市長に申し出る請負契約ごとに御説明いたします。 

資料の４ページをお願いいたします。舘岩少年自然の家中規模修繕

建築工事でございます。こちらは、当初の契約金額が９億６千５８０

万円で、変更後の契約金額が１０億５，６０５万３，０００円でござ

います。次に、７ページをお願いいたします。舘岩少年自然の家中規

模修繕電気設備工事でございます。こちらは、当初の契約金額が３億

３６０万円で、変更後の契約金額が３億１，０６５万１，０００円で

ございます。次に、１０ページをお願いいたします。舘岩少年自然の

家中規模修繕機械設備工事でございます。こちらは、当初の契約金額

が７億２，４７４万６，０００円で、変更後の契約金額が７億５，９

３５万２，０００円でございます。 

変更の理由ですが、令和４年３月から適用する公共工事設計労務単

価が、令和３年３月から適用している労務単価と比較して、全国全職

種平均でおよそ２．５％上昇したことから、特例措置に基づき請負代

金の変更をするものでございます。この特例措置につきましては、令

和４年２月２４日付けで建設局から関係各課に通知された文書に基づ

くもので、近年、労務単価の上昇が続いていることから、毎年度、同

時期に行われているところでございます。 

なお、工事内容や工期、契約相手方等につきましては、当初の契約

から変更はございません。 

説明につきましては以上でございます。御審議の程、よろしくお願

いいたします。 

何かありますか。 

内容についてはわかりましたが、一点質問があります。このような
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舘岩少年自然の

家所長 

大谷委員 

舘岩少年自然の

家所長 

細田教育長 

各委員 

細田教育長 

修繕があり、また、コロナ禍でもあることより自然の教室の活動に大

きな支障等はありませんか。 

現在は、中規模改修により舘岩少年自然の家の施設は利用できませ

んので、近隣のスキー場２つに分かれて活動を行うこととなります。

これまでの、既存のプログラムは行えなくなるのか。 

既存のプログラムを活かしながら、さらにそのスキー場ならではの

プログラムを昨年度より、検討、開発いたしまして用意いたしており

ますので、学校の選択により豊かな自然活動が行えるよう努めてまい

ります。 

それでは、議案第１８号、１９号、２０号につきましては、原案の

とおりとしてよろしいですか。 

＜異議なし＞ 

出席委員全員の賛成により、議案第１８号、１９号、２０号につき

ましては原案のとおり可決されました。 

 以上をもちまして、本日の教育委員会会議の議事を終了いたしま

す。 

これにて、教育委員会会議を閉会いたします。 

８ 閉     会      午前９時０６分  


